






総   務   課 からのお知らせ ☎33-1110

●今年度の受診期間は９月３０日（月）までです！ 　多度津町では、四国地方整備局と連携を図り、通学路を中心とした生活道路の安全対
策（車両の速度抑制対策）を目的とした可搬型ハンプ設置による実証実験を行います。

　道路上に設けられた凸状の構造物で、生活道路等にお
ける車両の速度抑制を図ることを目的に設置されます。

●ハンプとは

「可搬型ハンプ」による実証実験について
　健康診査は、生活習慣病を予防するための健診です。毎年受診することで、どのよう
に生活習慣を見直せばよいか、健診実施機関にて情報提供を受けることができます。
　国民健康保険または、後期高齢者医療に加入されている方については、特定健診および健康診査が既に始まっ
ています。対象となる方には５月下旬頃に案内および受診券をお送りしています。あなたのために、大事な家族の
ために、ぜひ健診を受けましょう。

●国民年金基金について
　国民年金基金は、国民年金に上積みすることにより、自分の将来設計に合わせて年
金を積み立てられます。加入できる人は、20歳～60歳未満の国民年金第１号被保険
者および60歳～65歳未満の国民年金任意加入者、海外居住の国民年金任意加入者です。ただし、国民年金の保
険料を免除されている方や、農業者年金に加入している人は加入できません。以下の日程で、国民年金基金につ
いての相談会を開設しますので、お気軽にご相談ください。

●令和元年10月より年金生活者支援給付金制度がスタートします!
　年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている方などに対して、年金に上乗せして給付される「年
金生活者支援給付金」の制度が令和元年10月よりスタートします。日本年金機構より、対象となる方に令和元年
9月以降順次、給付金請求書（ハガキ形式）が送付されます。給付金を受けとるためには、請求手続きが必要です。
給付金請求書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、速やかに日本年金機構あてに送付をお願いします。

健康診査を受診しましょう！

国民年金について

●医療費通知について
　医療費通知には、医療機関の名称や通院(入院)日数、医療費総額などが記載されており年２回発送しています。
平成３０年度から、「医療費通知」の自己負担相当額部分を確定申告で、医療費控除の医療費の明細書として利用で
きるようになりました。ただし、11月～12月診療分および保険対象外の診療分など医療費通知に記載がないもの
については領収書が必要です。

後期高齢者医療制度からお知らせ

　県民の皆さまに、楽しみながら継続的に健康づくりを実践していただくため、マイチャレかがわ！
を今年度も実施しています。ウォーキングなどの「マイチャレ（目標）」達成、健康診断の受診や社
会参加に健康ポイントを付与します。また、一定のポイントをためると、「マイチャレカード（特典

カード）」がもらえ、これをサービス協力店で提示すると特典を受けられます。また、商品があたる
ごほうび抽選にも参加することができます。
　小学生以上の県民の方が対象者となっており、実施期間は令和２年３月３１日まで（ごほうび抽選
は令和２年３月２日まで）です。ご自身の健康づくりのために参加しましょう！

が再スタートしています

●あなたの愛犬は・・

●犬を飼育する際は・・

日　時　 10月3日（木）10時～15時 場　所　 町総合福祉センター３階　講習室

高齢者保険課 からのお知らせ ☎33-4488

問全国国民年金基金香川支部　☎0120-65-4192

問 香川県後期高齢者医療広域連合事務局
☎０８７-８１１-１８６６

問善通寺年金事務所　☎0877-62-1662（自動音声①→②）　または専用ダイヤル ☎0570-05-4092

◆ 国民年金基金説明会 ◆

令和元年
5月～10月診療分 11月～12月診療分

領収書
（随時発行されたもの）

1月～4月診療分

医療費通知
（令和元年８月発行）

医療費通知
（令和２年２月発行）

平成31年

必要書類

２０１９年分の確定申告対象期間
医療費控除で

使用した医療費通知や
領収書などは、確定申告
期限から５年間保存する
必要があります。 　　

ジェネリック医薬品を安心してご利用ください
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品の特許が切れた後に製造されるお薬
です。その効果は先発医薬品と同じ有効成分を含み、同等の効き目があると認められて
います。また、先発医薬品に比べて価格が５割程度、中にはそれ以上安くなるものもある
ため、一人ひとりの自己負担や国民医療費の抑制にもつながります。
　ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師の方などに相談してください。

9月20日～26日は動物愛護週間です

高齢者保険課 からのお知らせ ☎33-4488

住 民 環 境 課 からのお知らせ ☎33-4480

●犬の登録をしていますか？
●毎年狂犬病予防接種を4～6月の間  
に受けていますか？
●鑑札・注射済票を装着していますか？

➡散歩の際に出した排泄物は、責任を持って処分しましょう
➡飼い犬が行方不明になった場合は、すぐに保健所および警察に連絡しましょう
➡放し飼いやノーリードの散歩はやめましょう（他人の敷地に入るなどトラブルの原因になります）

これらの
義務を

守らないと・・・

● 飼い主の方が罰せられることがあります
● 迷子になった際に、飼い主を特定できない
　ためお返しすることができなくなります
● 災害発生時に避難所での受入れを断られる
  場合があります
● ペットホテルなどで利用を断られる場合があります

犬を飼われる方は、
法令を理解し、

しっかり守りましょう

 可搬型ハンプ設置に対するご理
解とご協力をお願いします。
 また、法定速度を守り、安全運転
にご協力をお願いします。

実施期間　8月26日（月）～11月8日（金）
              ※設置・撤去工事期間を含む
設置場所　多度津町大字三井４３３番地１
              四箇小学校西側（体育館横） 町道44号線

ハンプの
設置イメージ

9月28日は世界狂犬病デーです

ドラッグストア

歯科医院

四箇小学校

加茂神社

病院
要池

ハンプ設置場所
幅員4.5m 212
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